
市
税
な
ど
の
納
付
を
口
座
振
替
に
し
て
み
ま
せ
ん
か

結
果
や
診
療
報
酬
明
細
書
の
デ
ー
タ

な
ど
を
活
用
し
、
対
象
者
に
順
次
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

▽
実
施
事
業

●�

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業

…
糖
尿
病
性
腎
症
が
重
症
化
し
て

人
工
透
析
に
移
行
す
る
リ
ス
ク
が

高
い
方
に
、
予
防
す
る
た
め
の
面

談
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●�

生
活
習
慣
病
治
療
中
断
者
へ
の
受

診
勧
奨
事
業
…
生
活
習
慣
病
の
治

療
を
中
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
方

に
、
受
診
勧
奨
を
行
い
ま
す
。

●�

多
受
診
者
指
導
事
業
…
重
複
受

診
・
頻
回
受
診
・
重
複
服
薬
な
ど

の
可
能
性
の
あ
る
方
に
、
受
診
・

服
薬
習
慣
や
生
活
習
慣
を
改
善
す

る
た
め
の
面
談
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●�

健
診
異
常
値
未
治
療
者
へ
の
受
診

勧
奨
事
業
…
生
活
習
慣
病
関
連
の

健
診
検
査
項
目
の
値
に
、
医
療
機

関
へ
の
受
診
が
必
要
と
思
わ
れ
る

値
が
あ
る
方
に
受
診
勧
奨
を
行
い

ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書

　
加
入
者
に
、
７
月
中
に
資
格
確
認

書
を
送
付
し
ま
す
。
資
格
確
認
書
は
、

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

が
受
診
す
る
際
に
、
従
来
の
保
険
証

に
替
え
て
提
示
す
る
も
の
で
す
。
暫

定
的
に
マ
イ
ナ
保
険
証
保
有
状
況
に

か
か
わ
ら
ず
、
全
員
に
送
付
し
ま
す
。

負
担
割
合
は
、
市
・
都
民
税
の
課
税

　

　
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
は

被
保
険
者
の
い
る
世
帯
の
世
帯
主
に
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
・
納
入
通
知
書
は
被
保
険
者
全

員
に
、
７
月
中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま

す
。国

民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

　

70
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
に
、

７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。
負
担
割

合
は
、
市
・
都
民
税
の
課
税
所
得

な
ど
に
応
じ
て
、
毎
年
見
直
し
ま

す
。

※�

新
た
に
70
歳
に
な
る
方
に
は
、

誕
生
月
の
中
旬
ま
で
に
送
付
し

ま
す
。

※�
マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
者
は
、
高

齢
受
給
者
証
の
提
示
が
不
要
で

す
。

限
度
額
適
用
認
定
証

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

　
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
高
額
に
な

る
場
合
に
、
負
担
額
を
限
度
額
ま
で

と
す
る
た
め
の
書
類
で
す
。
有
効
期

限
は
７
月
31
日
で
す
。
更
新
に
は
、

手
続
き
が
必
要
で
す
。

※�

保
険
税
に
未
納
が
あ
る
場
合
、
適

用
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※�

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
者
は
、
更
新

手
続
き
が
不
要
で
す
。

●�

手
続
き
に
必
要
な
も
の
…
保
険
証

等
の
国
保
の
資
格
が
分
か
る
も
の
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も

の国
民
健
康
保
険
保
健
事
業

　
国
保
加
入
者
の
医
療
費
の
適
正
化
、

健
康
増
進
の
た
め
、
特
定
健
康
診
査

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、

「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
」
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
、
一
部
免
除
や
失
業
を
理
由
と

し
た
特
例
免
除
（
納
付
猶
予
）
の
承

認
を
受
け
て
い
る
方
で
、
令
和
７
年

度
分
（
７
月
～
令
和
８
年
６
月
分
）

の
免
除
な
ど
を
希
望
す
る
方
も
、
改

め
て
申
請
が
必
要
で
す
（
前
年
度
に

翌
年
度
以
降
の
継
続
審
査
を
希
望
し
、

所
得
な
ど
に
応
じ
て
、
毎
年
見
直
し

ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

　
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
各

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
限
度

額
区
分
が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認
書
、

既
に
限
度
額
区
分
が
記
載
さ
れ
た
資

格
確
認
書
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
新

し
い
有
効
期
限
の
資
格
確
認
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
か
限

度
額
区
分
が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認

書
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
医
療
費
の

窓
口
負
担
を
限
度
額
ま
で
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
く
、

資
格
確
認
書
に
限
度
額
区
分
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
資
格
確

認
書
に
限
度
額
区
分
を
記
載
す
る

申
請
が
必
要
で
す
。

●�

申
請
に
必
要
な
も
の
…
資
格
確
認

書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き

る
も
の

▽
申
請
場
所　

保
険
年
金
課
、

五
日
市
出
張
所

▽
問
合
せ

●
国
民
健
康
保
険
…
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
…
保

険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医
療

係

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

　
65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険

者
）
を
対
象
に
送
付
し
ま
す
。
詳
し

く
は
、
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
た

方
、
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業
対
象
者
に
送
付
し
ま
す
。

●
負
担
割
合
証
の
適
用
期
間
…
毎
年

８
月
１
日
～
翌
年
７
月
31
日

※
有
効
期
限
切
れ
の
負
担
割
合
証

は
、
ご
自
身
で
破
棄
す
る
か
、
高

齢
者
支
援
課
、
五
日
市
出
張
所
の

窓
口
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保

険
係（
直
通
５
５
８
・
１
９
６
９
）

全
額
免
除
か
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ

た
方
は
申
請
不
要
）。
本
制
度
の
申

請
は
、
申
請
月
時
点
で
２
年
１
か
月

前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

※
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料

は
、
過
去
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

あ
と
か
ら
納
め
る
こ
と
（
追
納
）

が
で
き
ま
す
。

▽
保
険
料
免
除
制
度　
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
全
額
か
一
部
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

●
審
査
対
象
者
…
申
請
者
・
世
帯

主
・
配
偶
者

▽
保
険
料
納
付
猶
予
制
度　
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
納
付
を
猶
予

●
審
査
対
象
者
…
申
請
者
（
50
歳
未

満
の
方
）・
配
偶
者

▽
持
ち
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
か
基
礎

年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
書
類
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
※
失
業
に
よ
る
特
例
の
方
は
、
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
か
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
公
務
員
の
方

は
退
職
辞
令
（
い
ず
れ
も
コ
ピ
ー

可
）

▽
申
請
・
問
合
せ　
保
険
年
金
課
年

金
係
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
（
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
０

０
４
）

　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
進
捗
に
伴

い
、
当
該
地
区
に
定
め
て
い
る
地
区

計
画
の
変
更
を
行
い
ま
す
。

▽
縦
覧
・
意
見
書
の
提
出

●
縦
覧
期
間
…
７
月
8
日
㈫
～
22
日

㈫
［
市
役
所
閉
庁
日
を
除
く
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
水

曜
日
は
午
後
８
時
ま
で
）］

●
縦
覧
場
所
…
都
市
政
策
課

●
意
見
書
の
提
出
…
地
区
計
画
区
域

内
の
土
地
所
有
者
、
そ
の
他
利
害

関
係
を
有
す
る
方
は
、
７
月
28
日

㈪
（
必
着
）
ま
で
に
、
原
案
に
対

す
る
意
見
書
を
送
付
す
る
か
窓
口

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
説
明
会　

●
日
時
…
７
月
12
日
㈯　
午
後
2
時

●
場
所
…
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議

室
▽
意
見
の
提
出
・
問
合
せ　
都
市
政

策
課
（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４�

二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
２

０
２
６
）

　
７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」
の
強
調
月
間
で
す
。
こ
の
運
動

は
、
全
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行

の
防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た

ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合

わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で

安
心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築
こ
う

と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。
市
で

は
、
保
護
司
を
中
心
に
構
成
す
る
推

進
委
員
会
を
組
織
し
、
の
ぼ
り
旗
の

掲
出
、
駅
頭
で
の
広
報
活
動
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　
福
祉
総
務
課
福
祉
総
務

係（
直
通
５
１
８
・
７
２
５
０
）

　
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
の
た

め
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
が

一
体
と
な
り
、
心
の
こ
も
っ
た
指
導

と
見
守
り
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ　
生
涯
学
習
推
進
課
生
涯

学
習
係（
直
通
５
５
８・２
４
３
８
）

武
蔵
引
田
駅
周
辺
地
区
の
地

区
計
画
原
案
（
変
更
）
の
縦

覧
と
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

第
75
回
「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」
～
犯
罪
や
非
行
を
防

止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地

域
の
チ
カ
ラ
～

７
月
は
青
少
年
の
非
行
・
被

害
防
止
全
国
強
調
月
間
で
す

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
７
年
度
国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
を
受
付
中

介
護
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
・
納
入
通
知
書

　
市
税
の
納
付
に
は
、
納
付
書
の
管

理
が
い
ら
な
い
、
非
対
面
で
納
付
で

き
る
、
支
払
い
の
手
間
が
か
か
ら
な

い
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
口
座
振

替
が
お
す
す
め
で
す
。
申
込
み
は
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

通
帳
の
届
出
印
を
押
印
し
、
市
内
金

融
機
関
か
市
役
所
に
提
出
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
希
望
の
場
合
は
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
の
窓
口
に
提
出
）
す
る
こ

と
で
完
了
し
ま
す
。
安
全
・
確
実
・

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
を
納
め
て
い

た
だ
け
な
い
場
合
、
未
納
と
な
っ
て

い
る
市
税
を
自
主
的
に
納
付
い
た
だ

く
よ
う
、
職
員
が
訪
問
や
電
話
に
よ

る
催
告
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
不
審
な
訪
問
や
電
話
、
詐
欺
で

は
な
い
か
と
心
配
な
と
き
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
徴
税
課
徴
税
係
（
直

通
５
５
８
・
１
６
８
９
）

口
座
振
替
で
確
実
に
納
期
限

内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

訪
問
や
電
話
に
よ
る
催
告
を

行
っ
て
い
ま
す

▽
販
売
物
件

①
住
宅
用
10
画
地（
抽
選
）

②
店
舗
・
事
務
所
用
２
画
地（
入
札
）

▽
参
加
資
格

①
個
人
の
み

②
個
人
か
法
人

▽
募
集
要
領
の
配
布
期
間　
７
月
25

日
㈮
ま
で

※
各
施
設
の
開
庁
時
間
に
限
る
。

▽
配
布
場
所　
引
田
相
談
事
務
所
、

市
役
所
、
五
日
市
出
張
所
、
中
央

公
民
館
、
横
川
観
光
フ
ァ
イ
ン
プ

ラ
ザ
、
あ
き
る
野
ル
ピ
ア

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
送
付
も
可
能
で
す
（
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
）。

▽
参
加
申
込
み
の
受
付

●
期
間
…
７
月
25
日
㈮
ま
で

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
も
受
付

（
７
月
５
日
㈯
・
６
日
㈰
は
除
く
）

●
時
間
…
午
前
８
時
30
分
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時
15
分

▽
抽
選
・
入
札
日　

８
月
７
日
㈭

（
予
定
）

※
詳
し
く
は
、
募
集
要
領
か
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
配
布
・
受
付
・
問
合
せ　
区
画
整

理
推
進
室
引
田
相
談
事
務
所
（
☎

５
１
８
・
２
９
２
２
）

武
蔵
引
田
駅
北
口
土
地
区
画

整
理
事
業
地
内
の
保
留
地
を

販
売
し
ま
す
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